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桶川市特定優良賃貸住宅制度要綱  

（平成２４年４月１日市長決裁）  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成

５年法律第５２号。以下「法」という。）に基づき、中堅所得者等が適

正な負担で入居できる良質な賃貸住宅の供給を促進するため、必要な事

項を定めるものとする。  

２  特定優良賃貸住宅の供給に当たっては、法、特定優良賃貸住宅の供給

の促進に関する法律施行令（平成５年政令第２５５号。以下「政令」と

いう。）、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成

５年建設省令第１６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

この要綱によるものとする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

 (1) 特定優良賃貸住宅  

法第３条の規定により、市長が供給計画を認定し、第１４条に規定す

る資格要件をすべて満たす者の居住の用に供するため、認定事業者が

建設する新築の賃貸住宅及びその附帯施設をいう。  

 (2) 認定事業者  

   法第３条の規定により、市長から供給計画の認定を受けた者をいう。 

 (3) 供給計画  

   法第２条の規定により、賃貸住宅の建設及び管理をしようとするも

のが、作成する当該賃貸住宅の建設及び管理に関する計画をいう。  

 (4) 補助事業者  

   法第１２条、法第１５条の規定により、認定事業者に対し特定優良

賃貸住宅の建設費及び家賃の減額に要する費用の一部等を補助する
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地方公共団体をいう。  

 (5) 所得  

   規則第１条第３号に規定する所得をいう。  

（供給計画の認定申請）  

第３条  特定優良賃貸住宅の建設及び管理をしようとする者は、法第２条

の規定に基づき供給計画を作成し、市長に認定の申請をすることができ

る。  

２  前項の申請は、新たに賃貸住宅を建設する場合に限り行うことができ

る。ただし、都市基盤整備公団の民営賃貸用特定分譲住宅制度等土地所

有者が賃貸住宅の建設を他の公的主体に行わせる場合等で賃貸住宅を新

たに建設する場合と同等とみなされる場合にはこの限りではない。  

（供給計画の認定）  

第４条  市長は、前条の認定申請があった場合において、法第３条に規定

する基準及び第７条に規定する建設の基準等に適合し、かつ地域の住宅

事情を勘案し優良な賃貸住宅の供給を促進する必要があると認める場合

には、補助事業者と協議の上、供給計画の認定を行うものとする。  

（計画の認定の通知）  

第５条  市長は、計画の認定をしたときは、速やかにその旨を知事に通知

するものとする。  

（供給計画の変更）  

第６条  認定事業者は、認定を受けた供給計画の変更（規則第１７条に規

定する軽微な変更を除く。）をしようとするときは、法第５条の規定に

より、市長の認定を受けなければならない。  

２  規則第１７条に規定する「供給計画の軽微な変更」があった場合にお

いては、遅滞なく市長に届け出なければならない。  

３  前２条の規定は、第１項の場合について準用する。  

（供給計画の取下げ）  
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第６条の２  供給計画の認定から入居者の公募をするまでの間に正当な理

由をもって供給計画を中止したときは、速やかに、その旨を市長に届け

出なければならない。  

（建設の基準等）  

第７条  第４条の認定にあたっては、市長が別に定める建設基準を満たす

ものでなければならない。  

（家賃の額）  

第８条  特定優良賃貸住宅の家賃の額については、近傍で供給されている

複数の賃貸住宅について家賃の額並びに立地、規模、構造、設備及び築

後年数等の諸要素を勘案の上、近傍の賃貸住宅の家賃の額（市場家賃）

を上回ることのないよう定めなければならない。  

  ただし、近傍に比較するのに適切な賃貸住宅が存在しない場合におい

ては、不動産鑑定評価等適切な方法により算定した家賃の額を上回るこ

とのないよう定めなければならない。  

２  第１１条の規定により、建設に要する費用の補助を受けた特定優良賃

貸住宅の家賃の額は、法第１３条の規定により計算した額を上回ること

がないように定めなければならない。  

３  認定事業者は、前２項の家賃の額を定めようとするときは、新たに管

理を開始する場合にあっては、募集開始３か月以上前、変更する場合に

あっては事前に補助事業者に協議し、承認を受けなければならない。  

４  補助事業者が埼玉県である場合は、県知事は、前項の承認をしたとき

は速やかに関係市長に報告するものとする。  

（管理者）  

第９条  規則第１５条の規定により、市長が定める基準に該当し、特定優

良賃貸住宅の管理を行うことができる者（以下「管理者」という。）は、

次の各号のいずれかに該当するものとする。  

 (1) 地方公共団体  
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 (2) 埼玉県住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、農住組合、地方公共団

体（その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により

出資され、又は拠出されている法人を含む。）の出資若しくは拠出に

係る法人又は民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の規定により

設立された法人で賃貸住宅の管理を行うことを目的とするもの  

(3) 農業協同組合又は農業協同組合連合会で農業協同組合法（昭和２２

年法律第１３２号）第１０条第５項に規定する事業を行うもの（以下

「農業協同組合等」という。）で、市長が定める基準に該当する者と

して指定を受けた者  

 (4) 賃貸住宅の管理を業務として行う民間法人で、宅地建物取引業法（昭

和２７年法律第１７６号）第３条第１項に規定する宅地建物取引業者

の免許を有し、かつ、市長が定める基準に該当する者として指定を受

けた者  

（管理期間）  

第 10 条  規則第１６条の規定により市長が定める特定優良賃貸住宅の管

理期間は、１０年以上とする。  

２  第１１条の補助を受ける場合は、２０年以上とする。  

３  前２項について、１０年以上管理し、入居募集のため措置を講じたに

もかかわらず、社会・経済情勢の変化等により３か月以上空き家となっ

た住戸については、市長の認定を受けて、特定優良賃貸住宅としての用

途を廃止することができる。  

（建設費の補助）  

第 11 条  補助事業者は、第４条の規定により、市長が供給計画を認定した

特定優良賃貸住宅の建設費の一部を、認定事業者に対し補助することが

できる。  

（家賃の減額に要する費用の補助）  

第 12 条  補助事業者は、認定事業者が、認定管理期間において、入居者の
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居住の安定を図るため特定優良賃貸住宅の家賃を減額する場合において、

当該認定事業者に対し、その減額に要する費用の一部を補助することが

できる。  

（入居者の収入基準）  

第 13 条  規則第７条第１号の規定により、市長が定める所得の額は、４８

万７千円とする。  

２  規則第７条第２号の規定により、市長が定める基準は、親族控除（義

務教育終了前の子ども）、寡婦控除、寡夫控除、障害者控除、特別障害

者控除を受ける者で、親族控除（義務教育終了前の子ども）、寡婦控除、

寡夫控除、障害者控除、特別障害者控除を行う前の所得が規則第６条の

規定に該当し、かつ所得の上昇が見込まれる者とする。また、入居希望

世帯が親世帯又は子世帯と同一、若しくは隣接した市町村または１５㎞

以内に入居する場合で所得が１３万９千円以上で、かつ所得の上昇が見

込まれる者とする。  

（入居者の資格）  

第 14 条  特定優良賃貸住宅の入居者（以下「入居者」という。）の資格は、

法第３条第４号イまたはロに定めるものとする。ただし、規則第７条第

３号に規定する者、または、地域における多様な需要に応じた公的賃貸

住宅等の整備等に関する特別措置法（平成１７年法律第７９号。以下「特

別措置法」という。）第１３条第１項の規定に基づき、特別措置  法第

６条第７項の規定により埼玉県全域の地域住宅計画に記載された住宅の

確保に特に配慮を要する者のうち、市長が認める者はこの限りではない。 

（入居者の募集）  

第 15 条  特定優良賃貸住宅の入居者の募集に当たっては、規則第７条第３

号の規定により市長が特に入居資格を認めた者の入居を除くほか、規則

第９条第１項の規定により、公募しなければならない。  

２  規則第９条第２項に規定する公募の方法については、新聞掲載、掲示
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等の方法により広告して行うものとする。  

３  前各項による公募を行う場合には、あらかじめ規則第９条第３項各号

に掲げる事項を補助事業者に届出しなければならない。  

４  第１項による公募を実施した者は、募集期間終了後速やかに募集状況

を補助事業者に報告しなければならない。  

（入居者の選定）  

第 16 条  入居の申込みを受理した戸数が、当該募集の対象である特定優良

賃貸住宅の戸数を超える場合においては、規則第１０条の規定により、

抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。  

２  規則第９条及び第１０条について、管理者が、農業協同組合等または

民間法人である場合には、入居者の募集及び選定の手続のうち少なくと

も入居者の資格審査及び選定については、埼玉県住宅供給公社に委託し

て行うこととする。  

（賃貸条件の制限）  

第 17 条  規則第１３条の規定により、特定優良賃貸住宅を賃貸する者は、

家賃及び家賃の３月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、

入居者から権利金、謝金等の金品を受領し、その他入居者の不当な負担

となることを賃貸の条件としてはならない。  

（賃貸借契約等）  

第 18 条  特定優良賃貸住宅の賃貸人と入居者との賃貸借契約は、別に定め

る賃貸借契約書により、締結するものとする。  

２  前項によりがたい場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。 

（管理業務委託契約書等）  

第 19 条  認定事業者は、賃貸住宅の管理者に対し、管理を委託又は賃貸住

宅を賃貸する場合には、別に定める管理業務委託契約書又は一括借上げ

契約書を例として適切な契約を締結するものとする。  

２  前項の契約を締結した場合は、市長に報告しなければならない。  
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（設計等の報告）  

第 20 条  認定事業者は、供給計画の認定を受けた特定優良賃貸住宅の建設

にかかる設計等について、建設工事の着工前に、市長に報告しなければ

ならない。  

（建設または管理の状況報告）  

第 21 条  市長は、認定事業者等に対し、特定優良賃貸住宅の建設又は管理

に関する状況について報告を求めることができる。  

（譲渡等の協議）  

第 22 条  認定事業者は、特定優良賃貸住宅を譲渡し、又はその用途を廃止

しようとする場合は、市長及び補助事業者に協議しなければならない。  

（滅失の報告）  

第 23 条  認定事業者は、災害等により特定優良賃貸住宅が滅失した場合に

は、速やかに市長及び補助事業者に報告しなければならない。  

（地位の承継）  

第 24 条  法第９条の規定による特定優良賃貸住宅の供給計画に基づく地

位を承継しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。  

（改善命令）  

第 25 条  法第１０条の規定により、市長は認定事業者に対し、特定優良賃

貸住宅の建設又は管理に関し、必要と認める改善措置を命ずることがで

きる。  

（認定の取消し）  

第 26 条  法第１１条の規定により、市長は認定事業者が前条の規定に基づ

く処分に違反したときは、供給計画の認定を取り消すことができる。  

（実施細目）  

第 27 条  この要綱の実施の細目は、別に市長が定めるものとする。  

 

   附  則  
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１  この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

２  この要綱の施行日時点において、既に埼玉県知事が行った認定その他

の行為又は現に行っている認定若しくは承認の申請で、市長が行うこと

となる事務に係るものについては、当該市長が行った認定その他の行為

又は当該市長に対して行った認定若しくは承認の申請とみなすこととす

る。  

 


